
財務諸表に対する注記（法人全体） 

 

１．継続事業の全体に関する注記 ・・・・・ 該当なし 

 

２．重要な会計方針 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ・・・・・  該当なし 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

・ 有形固定資産及び無形固定資産・・・・・  建物・構築物は旧定額法、事業開始時（平成

14 年）購入の器具・備品・装置は旧定率法、その後購入の器具・備品・車輌運搬具は定率

法。 

・ リース資産 ・・・・・ 該当なし 

(3) 引当金の計上基準 

・ 当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払に備えるため、当該支給予定額のうち、当

年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。 

 

３．重要な会計方針の変更 ・・・・・ 該当なし 

 

４．法人で採用する退職給付制度 

つぎの退職制度に加入している。 

 ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度 

 

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分 

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。 

(1) 法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式） 

(2) 事業区分内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式） 

当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。 

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式） 

当法人の拠点は１つ（ケアハウスあすなろ拠点区分のみ）なので作成していない。 

(4) 公益事業おける拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式） 

当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。 

(5) 収益事業おける拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式） 

当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。 

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 

ケアハウスあすなろ拠点区分（社会福祉事業） 

 「法人本部」、「ケアハウスあすなろ」、「デイサービスセンターあすなろ」 

 



６．基本財産の増減の内容及び金額 

 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土 地 33,750,000 0 0 33,750,000 

建 物 248,923,216 0 11,240,325 237,682,891 

 

７．会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩 

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩・・・・6,301,179円 

 

８．担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 

  土 地（基本財産）     33,750,000円 

  建 物（基本財産）    237,682,891円 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   計     271,432,891円 

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 

  設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）  42,850,000円 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   計      42,850,000円 

 

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

 

固定資産の種類 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

土 地 33,750,000  33,750,000 

建 物 441,676,796 203,993,905 237,682,891 

構築物 1,213,204 400,326 812,878 

器具備品等 14,601,800 13,386,735 1,215,065 

その他 942,000  942,000 

合 計 492,183,800 217,780,966 274,402,834 

 

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

 

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

事業未収金 3,928,492  3,928,492 

立替金 3,500  3,500 

合 計 3,931,992 0 3,931,992 



１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 

スウェーデン輸出信用銀行 日経平均

株価連動 円３段デジタル 
10,000,000 10,000,000 0 

合 計 10,000,000 10,000,000 0 

 

１２．関連当事者との取引内容 ・・・・・・ 該当なし 

 

１３．重要な偶発債務 ・・・・・ 該当なし 

 

１４．重要な後発事象 ・・・・・ 該当なし 

 

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら 

かにするために必要な事項 ・・・・・ 該当なし 


